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このコーナーは、公民館で活動する「光風会」「杉風会」による投句を掲載しています。
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■健康スポーツ・文化教室（健康体操教室、ヨガストレッチ教室）

■初心者向け教室のお知らせ（すぎスポ企画）

す スぎ 情報ポ NPO法人杉戸町総合型スポーツクラブすぎスポ事務局NPO法人杉戸町総合型スポーツクラブすぎスポ事務局
☎（48）5161・FAX（48）5162（月・水・金10時～ 16時）☎（48）5161・FAX（48）5162（月・水・金10時～ 16時）

申込・問合せ

●ターゲットバードゴルフ初心者講習会
日時　６月21日㈫　９時～ 11時30分
場所　杉戸町本島ターゲットバードゴルフ場　
　　　（杉戸町大字本島　大島新田調節池下池内）
内容　�指導員によるショットの基本・ホールイン技術・
　　　コースラウンドレッスン　
対象　杉戸町民および近隣住民
参加費　500円（保険料等）
持ち物　動きやすい服装・飲み物
　　　　（用具貸出可）

●詩吟初心者教室会
日時　６月15・22・29日
　　　各水曜日　10時～ 12時（全３回）
場所　西公民館
内容　漢詩に節をつけて吟じます。
対象　杉戸町民および近隣住民
参加費　300円（資料代）
持ち物　筆記用具、飲み物

●バレーボール初心者教室
日時　７月２・16・23・30日　各土曜日　９時～ 12時（全４回）
場所　杉戸小学校体育館
対象　小学生　男女（中学生女子　要相談　毎週水・金曜日　19時～ 21時）
参加費　1,300円（保険料等）（保護者の方も無料で参加いただけます。）

●健康長寿ヨガストレッチ体験教室
日時　６月20日、７月４日　各月曜日　13時～ 14時　（全２回）
場所　フレッシュ自治会館
対象・定員　杉戸町民および近隣住民・10名程度
参加費　1,000円（保険料等）
持ち物　タオル、飲み物（ヨガマット貸出可）
その他　�昼食は早めに済ませて来てください。

　エコ・スポいずみで通年実施している参加費無料の教室です。「健康体操教室」は毎週木曜10時10分～、「ヨ
ガストレッチ教室」は毎週水曜13時～。詳細はすぎスポ事務局までお問合せください。

　広報すぎとで告知の教室・講習会・イベント等やすぎスポ23種目の定期活動について、
新型コロナウイルス感染拡大防止のために、予告なく中止・延期・縮小・内容変更等の
対応をとる場合があります。参加希望の方は、事前にすぎスポ事務局までお問合せくだ
さい。
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すぎスポ
文化部

初心者大歓迎

NEW

人権それは

愛

　町の審議会等へ女性委員を積極的に登用するため、新たな人材の発掘を目的として、「女性人材リスト」への登
録者を募集します。自薦、他薦を問いませんので、多くの女性の登録をお待ちしています。
対象　町内在住または在勤の20歳以上の方で、次のいずれかの要件を満たす方
　　　・�各種団体や勤務先で社会活動を行っている方（学校、幼稚園、保育園等のPTA・保護者会・子ども会等の

現役員および経験者を含む）
　　　・町内の女性が中心となって活動している団体・グループのリーダーまたは経験者
　　　・あらゆる分野の有識者および有資格者
　　　・その他町政や地域の発展に熱意をもって貢献できる方

～あなたの経験を、町政に活かしてみませんか～
女性人材リスト登録者を募集します 人権・男女共同参画推進課　内線217問合せ

問合せ　社会教育課　人権教育担当　内線482／人権・男女共同参画推進課　人権担当　内線217

無戸籍の問題について～無戸籍者について知っていますか～

　　　　　　　　戸籍とは、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民につい
て編製され、日本国籍を公証する唯一の制度です。
　日本では子どもを出産した場合、法律に基づいた届け出を行うことにより、その子どもが戸籍に記載される
規定となっています。しかしながら、何らかの理由により出生の届け出が行われない場合、戸籍に記載されな
い無戸籍者となってしまいます。このことにより、住民票も作成されず、教育や行政サービスが十分に受けら
れない、住む場所や就労の機会を失うなど、社会生活上の様々な不利益が生じ、深刻な問題となっています。
　無戸籍者となる原因の多くが、国において法改正の議論が進められている「離婚後300日問題」にあります。
現在の民法では、離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子と推定されます。子が別の男性との間の子ど
もであっても前夫の子として戸籍に記載されます。そのことで、前夫の子どもと推定されることを避けるため
や、DV（ドメスティックバイオレンス）等により前夫に子どもの存在を知られたくないなどの理由により、
出生届の提出をためらう人がいることもわかっています。
　あなたの周りに、戸籍や住民票が無く、学校へ進学できない、健康保険への加入ができないなどの社会生活
が困難なことに悩んでいる人はいませんか。
　全国の法務局・地方法務局及びその支局または市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付
けています。

　男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に
発揮することができる男女共同参画社会の形成に向けて設けられた啓発週間です。

「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ

－－66月月2323日～日～2929日は男女共同参画週間です！－日は男女共同参画週間です！－
令和４年度キャッチフレーズ

人権・男女共同参画推進課　内線217問合せ
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